
（総則） 

第１条 発注者は、資源分別収集運搬処理業務委託区域（以下「業務区域」という。）

内の各家庭から排出されるびん類、かん類、金物類、紙類（新聞、段ボール、紙パッ

ク、ミックスペーパー）、布類、蛍光管及び使用済食用油（以下「資源」という。）並

びにプラ製容器包装及び製品プラスチック（以下「プラスチック」という。）並びに

ペットボトル並びに電池類（リチウムイオン電池等、乾電池、ボタン電池、コイン電

池）、プラスチック製ライター、水銀体温計、水銀温度計及び水銀血圧計（以下「有

害ごみ」という。）の収集運搬業務（以下「委託業務」という。）を受注者に委託し、

受注者はこれを受託する。 

 

（業務内容及び処理方法） 

第２条 受注者は、あらかじめ定められた曜日（以下「収集日」という。）に、定めら

れた場所（以下「ごみ・資源集積場所」という。）に排出された資源、プラスチック、

ペットボトル及び有害ごみを収集し、発注者が指定する搬入施設（以下「指定搬入施

設」という。）へ搬入するものとする。 

２ 受注者は、委託業務を処理するにあたり、車両１台につき２名以上の業務従事者を

乗車させ、「資源分別収集運搬処理業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）に定

める作業時間内に作業を完了させることができる車両台数を稼働させることができ

るころにより、委託業務を履行するものとする。 

３ 受注者は、業務区域内のごみ・資源集積場所の位置を常時把握し、常に効率的な収

集が可能となるよう努めるものとする。 

４ 受注者は、この契約書に定めるもののほか、仕様書に基づき、善良なる管理者の注

意をもって、委託業務を履行するものとする。 

５ 受注者は、業務区域内のごみ・資源集積場所の数や収集量等が増加した場合は、使

用する車両の増車や業務従事者の増員について、必要な措置を講じるものとする。 

 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなけれ

ばならない。ただし、第４号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちに

その保険証券を発注者に寄託しなければならない。 

（１）契約保証金の納付 

（２）契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３）この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発 

注者が確実と認める金融機関の保証 

（４）この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約

の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、本契約書の契約限度

金額の１００分の１０以上としなければならない。 



３ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、

当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号に掲

げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

４ 第１項の規定にかかわらず、相模原市契約規則第３４条第３号に該当するときは、

発注者は契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 

５ 第１項第１号の規定により、受注者が契約保証金を納付した場合は、発注者は業務

の履行確認後に、受注者が発行する請求書に基づいて契約保証金を返還するものとす

る。 

 

（業務報告書の提出） 

第４条 受注者は、発注者に対して委託業務履行日の属する月の翌月の５営業日までに

仕様書に定める業務報告書を提出しなければならない。 
２ 発注者は、受注者が提出した書類を受け取った後、速やかに検収するものとする。 

 
（契約金額の支払等） 

第５条 受注者は、前条の検収に合格したときは、委託業務に対する契約金額の支払い

を所定の手続きに基づき請求し、発注者はその請求書を受理した日から３０日以内に

相模原市指定金融機関において支払うものとする。ただし、相模原市会計規則第４５

条の２に規定する定期支払による場合は、定期支払申込書に基づき支払うものとし、

この場合にあっては請求書の提出を要しない。 
２ 前項の金額において、作業日数が仕様書に定める各月のひと月あたりの予定作業日

数を下回る場合は、契約書頭書きの契約金額（月額）をひと月あたりの予定作業日数

で除し、この金額に作業日数を乗じて算出し、算出した金額に１円未満の端数が生じ

た場合は切り捨てるものとする。ただし、発注者の指示により作業を実施しなかった

場合は、この限りでない。 
 
（調査等） 
第６条 発注者は、受注者の委託業務の履行状況について、随時に調査し若しくは必要

な報告を求め、又は委託業務の履行に関して受注者に必要な支持を与えることができ

るものとする。 
 
（権利義務の譲渡等の禁止） 
第７条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を、あらかじめ発注者の承諾を

得た場合のほか、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は抵当権その他の担保の目

的に供してはならない。 
 
（経費の負担等） 
第８条 委託業務に必要な人員、車両、器具、材料及び燃料その他委託業務の履行に必



要なものの負担は、受注者の負担とする。 
２ この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 
 
（秘密の保持） 
第９条 受注者は、委託業務の履行により知り得た一切の情報を第三者に提供若しくは

漏らし、又は委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。契約期間満了後又は

契約解除後においても同様とする。 
２ 受注者は、この契約による業務を処理するために個人情報を取り扱う場合は、別紙

「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。 
 
（法令の遵守） 
第１０条 受注者は、委託業務を履行するにあたっては、労働関係諸法その他関係法

規を遵守するとともに、法令上の全ての責任を負うものとする。 
 
（履行遅滞） 
第１１条 受注者は、契約書に定める契約履行期間内に委託業務を完了することができ

ない見込みとなった場合は、事前に発注者に報告するとともに、その対応策を提示し

なければならない。 
２ 発注者は、前項の報告を受けたときは、期限後に完了する見込みがあると認められ

る場合において、契約履行期間を変更し、完了後違約金を徴収する。ただし、受注者

の責に帰すべき理由によらないときは、この限りでない。 
３ 前項の違約金は、契約書頭書きの契約金額（月額）につき、遅延日数に応じ、政府

契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項に規

定する政府契約遅延に対する遅延利息の率を乗じて算出した額とする。 

 

（発注者の催告による契約解除権） 

第１２条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定

めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除すること

ができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び社

会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。  

（１）正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

（２）契約期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき又はこの契約の履行を

怠ったとき。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害が生

じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

 

（発注者の催告によらない契約解除権） 

第１３条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約



を解除することができる。 

（１）契約の履行にあたり、法令の規定による必要な許可若しくは認可等を失い、又は

営業の停止が命じられる等受注者が契約者たる資格を欠いたとき。 

（２）受注者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００

号）第４条第１号から第３号までに定める基準に適合しなくなったとき。 

（３）契約の履行が不能であるとき。 

（４）受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（５）この契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内

に履行をしなければ契約の目的を達することができない場合において、受注者が履

行しないでその時期を経過したとき。 

（６）前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約の履行をせず、発注者が前条の催

告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明

らかであるとき。 

（７）受注者の振出した手形又は小切手が不渡りになったとき。 

（８）破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てをしたとき、又はそれらの申立てを

受けたとき。 

２ 発注者は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害が生じ

ても、発注者はその損害の賠償の責を負わないものとする。 

 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限） 

第１４条 業務の不履行が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注

者は前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、発注上限額の１

００分の１０に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。 

（１）第１２条第１項又は第１３条第１項の規定によりこの契約が解除された場合。 

（２）受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受

注者の債務について履行不能となった場合。 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみ

なす。 

（１）受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年

法律第７５号）の規定により選任された破産管財人 

（２）受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

（３）受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１

４年法律第１５４号）の規定により選任された管財人 



３ 第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担

保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に

充当することができる。 

 

（談合その他の不正行為による発注者の契約解除権） 

第１６条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するとき

は、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生

じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

 （１）受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業

者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正

取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３

において準用する場合も含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」

という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止

法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。以下この条について同

じ。）。 

（２）納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除命令（こ

れらの命令が受注者または受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」

という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、

受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場

合における当該命令をいう。次号について同じ。）において、独占禁止法第３条又は

第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

（３）前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条

又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行

為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間（これらの命令に係

る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定した

ときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行

期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該

取引分野に該当するものであるとき。 

（４）受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の、刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８

９条第１項若しくは同法第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、発注上限額の

１００分の１０に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合において、第３条の規定により契約

保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該

契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 



 

（受注者の催告による契約解除権） 

第１７条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、相当の期間を定めてその履行の催告

をし、その期間に履行がないときは契約を解除することができる。 

２ 前項により受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければな

らない。その場合における損害賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるもの

とする。 

 

（談合その他不正行為による賠償の予定） 

第１８条 受注者は、第１６条第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約

を解除するか否かを問わず、賠償金として、発注上限額の１００分の１０に相当する

額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる

場合はこの限りではない。 

（１）第１６条第１項第１号から第３号までのうち、当該納付命令又は排除措置命令の

対象となった行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和５

７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号）第６項で規定する不当廉売に該当す

るとき、その他発注者が特に認めるとき。 

（２）第１６条第１項第４号の規定に該当する場合において、受注者が刑法第１９８条

の規定による刑が確定したとき。 

３ 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える

場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 
 

（暴力団等排除に係る発注者の解除権） 
第１９条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除

することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者

はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 
（１）受注者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例（平成２３年

相模原市条例第３１号。以下本条及び次条において、「条例」という。）第２条第４

号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）と認められるとき、又は、

法人等（法人又は団体をいう。）である場合には、同条第５号に規定する暴力団経

営支配法人等と認められるとき。 
（２）受注者が、神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。以下本

条において、「県条例」という。）第２３条第１項に違反したと認められるとき。 
（３）受注者が、県条例第２３条第２項に違反したと認められるとき。 
（４）受注者が、条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる

もの、又は受注者の支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をい

う。）の代表者が、暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであると認

められるとき。 



２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の１

００分の１０に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。 
 
（暴力団等からの不当介入の排除） 
第２０条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第２条第２号に定める暴力団（以下

「暴力団」という。）又は暴力団員等から不当介入を受けたときは、遅滞なく発注者

に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならな

い。 
２ 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがあると

きは、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。 
３ 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けたときは、その

旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなけ

ればならない。 
４ 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがあるときは、

発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。 
 
（災害時の対応） 
第２１条 災害発生時には、受注者は発注者の指示に従うとともに最大限の協力をしな

ければならない。 
 
（施策への協力） 
第２２条 受注者は、廃棄物の減量その他適正排出に関し、発注者が実施する施策に協

力しなければならない。 
 
（賠償責任） 
第２３条 受注者は、この契約の履行にあたって、受注者の責に帰する事由により、発

注者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。 
 
（急激な物価上昇等に対する対応） 
第２４条 発注者及び受注者は、「一般廃棄物処理業務における「労務費の適切な転嫁

のための価格交渉に関する指針」等を踏まえた対応について（通知）」（令和６年９月

３０日付け環循適発第 2409302 号環境省環境再生・資源循環局長通知）に基づき、

適切な対応を図ることに努める。 
 
（疑義等の解決） 
第２５条 この契約条項について、発注者受注者相互間に疑義が生じたとき又はこの契

約に定めのない事項については、そのつど発注者受注者協議して定める。 



 
（合意管轄裁判所） 
第２６条 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うも

のとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
（別紙） 

 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

(個人情報の保護に関する法律等の遵守) 

第１条 「資源分別収集運搬処理業務委託」(以下「本委託業務」という。)について、

受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７号。以下「法」という。)

及び関係法令等に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「本特記事項」

という。)を遵守しなければならない。 

 

(責任体制の整備) 

第２条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、そ

の体制を維持しなければならない。 

 

(責任者等の報告) 

第３条 受注者は、個人情報の取扱いに係る責任者及び業務従事者を定め、業務の着手

前に文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)により発

注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の取扱いに係る責任者及び業務従事者を変更する場合の手続を

定めなければならない。 

３ 受注者は、責任者を変更する場合は、事前に文書により発注者に申請し、その承認

を得なければならない。 

４ 受注者は、業務従事者を変更する場合は、事前に文書により発注者に報告しなけれ

ばならない。 

 

(作業場所の特定) 

第４条 受注者は、発注者と協議し、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)

を定め、本委託業務の着手前に文書により発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に文書により発注者に申請し、その承

認を得なければならない。 

３ 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び業務従事者

に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにし

なければならない。 

 

(監督、教育等の実施) 



第５条 受注者は、個人情報の取扱いに関する責任者及び業務従事者に対する適切な監

督を行うとともに、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、責任者

及び業務従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研

修を責任者及び業務従事者全員に対して実施しなければならない。 

２ 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制

を確立しなければならない。 

 

(守秘義務) 

第６条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者

に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 受注者は、本委託業務に関わる責任者及び業務従事者に対して、退職した後も含め、

第１項の個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用させないため必要

かつ適切な監督をしなければならない。また、本委託業務に関わる責任者及び業務従

事者に対して、秘密保持に関して誓約する旨を文書により提出させ、文書によりこの

ことを発注者に報告しなければならない。 

 

(再委託) 

第７条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならな

い。 

２ 受注者は、本委託業務の全部又は一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、

業務の着手前に次に定める項目を明確にした上で、文書により再委託する旨を発注者

に申請し、その承認を得なければならない。 

（１）再委託先の名称 

（２）再委託する理由 

（３）再委託して処理する内容 

（４）再委託先において取り扱う情報 

（５）再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理

及び監督の方法 

３ 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるととも

に、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものと

する。 

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び

方法について具体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況の管理及

び監督をするとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を発注者に対し

て適宜報告しなければならない。 

６ 受注者は、次に定める事項を遵守するものとする。再委託先が委託された業務をさ

らに第三者へ委託する場合のように委託が繰り返される場合においても同様とし、再



委託の契約書等にその趣旨を盛り込むものとする。(この場合においては、再委託など

事業者のつながりを「委託の系列」という。) 

（１）受注者は、受注者に関する特記事項に係る文書及び受注者が委託の系列を通じて

取得した特記事項に係る文書の写しを、発注者へ提出するものとする。 

（２）前号の文書を用いる場合だけでなく、文書を用いない場合においても、個人情報

の取扱いに関する承認、指定等、意思決定に関わる事項は、事前に委託の系列を通

じ発注者の承認、指定等を得るものとする。 

（３）受注者が再委託する場合、第１号の「発注者」を「委託の系列を通じ相模原市」

と、第１５条の「発注者」を「発注者及び相模原市」と、第１６条第３項の「発注

者」を「相模原市」とする。 

 

(派遣労働者等の利用時の措置) 

第８条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に

行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなけれ

ばならない。 

２ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果につい

て責任を負うものとする。 

 

(個人情報の管理) 

第９条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各

号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

（１）施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情

報を保管すること。 

（２）発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出さ

ないこと。 

（３）個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同

等以上の保護措置を施すこと。 

（４）事前に発注者の承認を受けて、業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人

情報の複製又は複写をしないこと。 

（５）個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 

（６）個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバ

ックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検す

ること。 

（７）個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故（以下「個人情報の漏えい

等の事故」という。）を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。 

（８）作業場所に、私用パソコン、私用外部電磁的記録媒体その他の私用物を持ち込ん

で、個人情報を扱う作業を行わせないこと。 



（９）個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考え

られる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（１０）個人情報を電子メールで送信しないこと。ただし、発注者が承認したときはこ

の限りではない。 

 

(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止) 

第１０条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外

の目的で利用してはならない。また、発注者の承認なく第三者へ提供してはならない。 

 

(受渡し) 

第１１条 受注者は、発注者との間の個人情報の受渡しに関しては、文書により発注者

に対して申請し、その承認を得なければならない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上

で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。 

 

(個人情報の返還又は消去等) 

第１２条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報に

ついて、発注者の指定した方法により、返還又は消去若しくは廃棄を実施しなければ

ならない。 

２ 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前

に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理

予定日を文書により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 

３ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、

これに応じなければならない。 

４ 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記

録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに

必要な措置を講じなければならない。 

５ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当

者氏名及び消去又は廃棄の内容を記録し、文書により発注者に対して報告しなければ

ならない。 

 

(開示請求等) 

第１３条 個人情報に係る本人からの開示請求、訂正請求及び利用停止請求については、

発注者が法及び相模原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和４年相模原市条

例第３２号)の規定に基づき対応するものとする。 

 

(定期報告及び緊急時報告) 



第１４条 受注者は、個人情報の取扱いの状況について定期に又は発注者の求めに応じ

て文書により報告しなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定め

なければならない。 

 

(監査及び実地検査) 

第１５条 発注者は、本契約及び本特記事項の遵守状況を確認するため、受注者に対し

て、監査又は実地検査(以下「監査等」という。)を行うことができる。ただし、実地

検査を行うことが難しい場合であって、受注者が当該実地検査の項目について調査し

た結果を発注者に報告したときは、この限りでない。 

２ 受注者は、発注者が監査等を行う場合、当該監査等に協力しなければならない。 

３ 発注者は、監査等を行うときは、受注者に対し、あらかじめ通知するものとする。 

４ 発注者は、監査等の結果、個人情報の取扱いについて改善が必要であると認めると

きは、受注者に対し、その改善を指示することができる。 

５ 受注者は、前項の規定による指示を受けたときは、その指示への対応について、発

注者が指定する期限までに報告しなければならない。 

 

(事故時の対応) 

第１６条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、

その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に

関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を文書により報告し、発注

者の指示に従わなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係

者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実

施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に

応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

 

(契約解除) 

第１７条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本委託業

務の全部又は一部を解除することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注

者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

(損害賠償) 

第１８条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は

怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対

して、その損害を賠償しなければならない。 



２ 受注者は、第三者に本委託業務の実施に起因する損害を与えた場合は、その損害を

自らの責任において賠償するものとする。 


